
ロ
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格
司
法
試
験
管
理
委
員
会

″

現
住
所ｌ

出
生
地

本
籍年

月

日

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
るロ
神
戸
地
方
検
察
庁
尼
崎
支
部
勤
務
を
命
ず
るロ
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

事

出
生
年
月
日

旧
氏
名

氏
項

名

千芝昭
和
三
三
年
八
月
一
二
日

田た

庁

け
い
す
け

恵
介

名



法 務 省

八 〃 〃 七 〃
一
ハ 〃 〃 四

平
成
二
年

四 〃
一
ハ
一
一 〃 九 〃 五 四 四

月

一 〃 一 一 〃
◆

一

〃 八
一
ハ

一
ハ

日

政
府
代
表
部
と
な
る

平
成
八
年
法
律
第
一
○
号
に
よ
り
欧
州
共
同
体
日
本
政
府
代
表
部
は
欧
州
連
合
日
本

●

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
欧
州
共
同
体
日
本
政
府
代
表
部
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

（
併
任
及
び
研
修
の
期
間
は
平
成
七
年
一
月
一
三
日
ま
で
と
す
る
）

ウ

外
務
省
研
修
所
に
お
い
て
研
修
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
併
任
す
る

0

℃

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

職
務
に
復
帰
し
た

派
遣
の
期
間
を
平
成
四
年
五
月
七
日
ま
で
更
新
す
る

派
遣
の
期
間
は
平
成
二
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
四
年
四
月
五
日
ま
で
と
す
る

司
法
部
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ー
ン
市
）
に
派
遣
す
る

国
際
連
合
事
務
局
国
際
経
済
社
会
局
社
会
開
発
人
道
問
題
セ
ン
タ
ー
犯
罪
防
止
刑
事

事

項

外
務
省

〃

法
務
省

外
務
省

〃 〃 〃 〃 〃

庁

名

2丁

千
田
恵
介



’

3丁

一

七

一

五

一
一
一
一

一
一
一 〃 〃

平
成
一
○

年

四 四 四 七 〃 七
一
ハ
月

一 △

－

一
一
一
一

〃

一
一
一
一
一

日

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

●●

臼
杵
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
分
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

臼
杵
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

臼
杵
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
分
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

大
分
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
分
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

大
分
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

帰
朝
を
命
ず
る

事

項

〃 〃 〃

法
務
省

〃

外
務
省

庁
名

法 務 省



け

法 務 省

〃 。〃

Ｆ
一
一
一
二

○

平
成
一
九

年

〃 四 二．
一

一

一
一

月

〃 一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

日

派
遣
の
期
間
は
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
二
四
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
曹
実
務
専
攻
を
置
く
潤
協
大
学
（
埼
玉
県
草
加
市
）
に
派
遣
す
る

養
成
専
攻
を
置
く
東
京
大
学
（
東
京
都
文
京
区
）
及
び
潤
協
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科

る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
法
曹

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
、
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
、
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

職
務
に
復
帰
し
た
（
平
成
一
二
年
二
月
二
二
且

派
遣
の
期
間
を
平
成
二
一
年
二
且
二
日
ま
で
更
新
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

派
遣
の
期
間
は
平
成
一
九
年
二
月
二
二
日
か
ら
平
成
二
○
年
二
月
二
一
日
ま
で
と
す
る

（
タ
イ
王
国
・
バ
ン
コ
ク
市
）
に
派
遣
す
る

国
際
連
合
麻
薬
犯
罪
事
務
所
テ
ロ
リ
ズ
ム
予
防
課
及
び
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
事
務
所

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

4丁

千
田
恵
介
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成
年一

一
一 二

八

四

二

一
一
一
ハ

二

五

一

一

四○
一

ﾌ巳〃 〃 〃 〃

－

月八 七
｛
ハ 四 四 七 四一

一
一
○
一
佐
賀
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

一

－

日

唐一

一

一

九
二

五
二

四

一
一
ハ

一
一
一九

一一」一

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
国
際
連
合
研
修
協
力
部
長
に
充
て
る

ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
長
を
命
ず
る

高
松
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

公
証
人
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

P
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’千
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庁
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